
岡
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〇
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は
じ
め
に

一　

割
符
の
性
格
と
替
銭

二　

備
中
国
新
見
荘
の
惣
請
と
年
貢
京
進

三　

新
見
荘
か
ら
の
「
上
り
荷
」
の
運
搬
路

四　

北
陸
な
ど
中
間
地
域
荘
園
の
割
符

（
１
）
近
衛
家
領
越
前
国
宇
坂
荘
・
加
賀
国
安
江
保
（「
雑
事
要
録
」・「
雑
々
記
」）

（
２
）
北
野
社
領
加
賀
国
富
墓
荘
（「
北
野
社
家
引
付
」）

（
３
）
上
賀
茂
神
社
領
能
登
国
土
田
荘
（「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」）

（
４
）
東
大
寺
領
周
防
国
衙
領
（「
東
大
寺
文
書
」）

（
５
）
三
条
西
家
領
越
後
青
苧
座
（『
実
隆
公
記
』）

（
６
）
東
寺
領
遠
江
国
原
田
荘
・
東
大
寺
領
遠
江
国
蒲
御
厨
（「
東
寺
百
合
文
書
」・「
東
大
寺
文
書
」）

お
わ
り
に

概　
　
　
　

要

割
符
と
い
う
語
に
は
、「
紙
片
の
割
符
」
と
「
上
り
荷
」
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
。
新
見
荘
で
は
「
紙
片
の
割
符
」
は
京
上
夫
が
京
進
し
、
年
貢
銭
で
購
入
さ

れ
た
特
産
品
で
あ
る
「
上
り
荷
」
は
割
符
屋
（
問
丸
・
借
上
な
ど
の
商
人
）
が
運
漕
し
た
。
こ
の
年
貢
京
進
シ
ス
テ
ム
が
室
町
・
戦
国
期
荘
園
制
を
支
え
て
い
た
。

新
見
荘
の
高
瀬
・
中
奥
か
ら
の
「
上
り
荷
」
の
経
路
は
、
成
羽
川
の
上
流
の
小
谷
を
め
ざ
す
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
新
見
荘
三
職
注
進
状
の
分
析
に
よ
り
推

定
し
た
。

割
符
の
し
く
み
の
研
究
は
、
史
料
の
多
い
新
見
荘
で
の
考
察
に
基
づ
き
、
ほ
か
の
海
運
の
発
達
し
た
中
間
地
域
の
荘
園
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
進
展

す
る
は
ず
で
あ
る
。
従
来
は
、
割
符
と
い
う
表
現
は
す
べ
て
「
紙
片
の
手
形
」
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
た
た
め
に
、
史
料
の
意
味
が
十
分
に
は
理
解
で
き
て
い

な
か
っ
た
。
割
符
に
は
「
上
り
荷
」
の
意
味
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
北
陸
な
ど
の
中
間
地
域
に
属
す
る
荘
園
か
ら
の
割
符
に
よ
る
年
貢
京
進
を
検
討
し
た
が
、
大

方
は
新
見
荘
の
割
符
の
し
く
み
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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一　

割
符
の
性
格
と
替
銭

新
見
荘
で
の
割
符
の
初
見
は
、「
東
寺
百
合
文
書
」
ル
函
二
一
一
号
・『
岡
山

県
史
家
わ
け
文
書
』
八
〇
号
（
今
後
、「
百
合
」
ル
二
一
一
・『
岡
』
八
〇
な
ど
と
略

す
）、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
六
月
二
十
五
日
、
新
見
荘
地
頭
方
預
所
沙
弥
明

了
注
進
状
で
あ
る
。
こ
の
文
書
や
他
の
新
見
荘
で
の
割
符
の
史
料
を
分
析
・
検

討
し
た
結
果
、
年
貢
を
東
寺
に
京
進
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
割
符
の
性
格
が

明
ら
か
に
な
っ
た（

５
）。
そ
れ
を
列
挙
す
る
と
、
①
割
符
と
い
う
用
語
に
は
、「
紙

片
の
割
符
」
と
「
上
り
荷
」
の
両
方
の
意
味
が
あ
っ
た
（
在
地
の
荘
官
や
都
の
荘

園
領
主
に
と
っ
て
は
「
紙
片
の
割
符
」、
京
上
を
請
け
負
っ
た
問
丸
等
に
と
っ
て
は
購
入

し
た
特
産
物
の
「
上
り
荷
」）、
②
「
紙
片
の
割
符
」
に
流
通
性
や
貨
幣
的
交
換
価

値
は
な
い
、
③
「
上
り
荷
」
の
存
在
が
「
紙
片
の
割
符
」
に
価
値
を
付
与
す

る
、
④
「
紙
片
の
割
符
」
は
割
符
付
・
裏
付
を
経
て
現
銭
化
さ
れ
年
貢
銭
に
姿

を
変
え
る
、
⑤
専
ら
年
貢
の
送
進
の
際
に
使
用
さ
れ
、「
上
り
荷
」
の
運
送
賃

と
し
て
夫
賃
が
商
人
に
支
払
わ
れ
る
。

新
見
荘
の
代
官
・
三
職
・
百
姓
ら
の
手
紙
に
は
、
割
符
と
同
義
語
と
し
て

「
替
銭
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
応
仁
二
年
最
勝
光
院
方
評
定
引

付
で
「
境
割
符
替
銭
事
」（

６
）と
あ
る
の
は
、「
割
符
を
現
銭
化
す
る
」
と
の
意
味

で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
新
見
荘
な
ど
の
年
貢
収
入
を
決
算
し
た
東
寺

の
最
勝
光
院
方
年
貢
散
用
状（

７
）に
は
、
割
符
を
現
銭
化
す
る
際
に
「
カ
イ
銭
取

（
割
符
が
現
銭
化
さ
れ
た
も
の
を
運
ぶ
使
者
）」
の
語
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
東

寺
の
僧
の
間
で
は
「
サ
イ
フ
」
と
「
カ
イ
銭
」
は
同
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
で
、
新
見
荘
以
外
で
の
替
銭
の
用
例
に
は
、
遠
隔
地
間
の
借
銭
の

室
町
・
戦
国
期
荘
園
制
を
支
え
た
割
符

　

─
新
見
荘
や
北
陸
な
ど
中
間
地
域
荘
園
の
事
例
─

は
じ
め
に

網
野
善
彦
が
一
般
向
け
の
著
書
の
な
か
で
、
中
世
の
銭
貨
の
流
通
に
関
わ

り
、「
銭
の
送
進
に
あ
た
っ
て
、
替
銭
、
割
符
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
も
、

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
十
三
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
十
四
世
紀
以

降
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
日
常
の
こ
と
に
な
り
、
信
用
貨
幣
と
も
い
う

べ
き
十
貫
文
の
額
面
を
も
つ
割
符
、
手
形
が
、
日
本
国
の
全
体
に
自
在
に
流
通

す
る
ま
で
に
な
っ
て
き
た
」
と
論
じ
た（

１
）。
割
符
が
広
汎
に
流
通
す
る
信
用
貨
幣

の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
桜
井
英
治
の
主
張
に
影
響
を
受
け
た
も
の

で
あ
ろ
う（

２
）。
し
か
し
、
割
符
は
近
世
以
降
の
信
用
通
貨
と
同
様
に
流
通
性
の
あ

る
も
の
で
は
な
い
。
桜
井
の
主
張
す
る
「
割
符
＝
高
額
紙
幣
」
論
を
支
え
る
論

拠
は
薄
弱
で
、
私
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い（

３
）。

割
符
は
中
世
社
会
に
お
い
て
年
貢
の
送
進
に
必
要
不
可
欠
の
し
く
み
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
し
く
み
は
商
人
が
交
易
圏
を
拡
大
し
利
益
を
得
る
手
段
と

な
っ
た
。
東
寺
文
書
に
は
、
備
中
国
新
見
荘
の
年
貢
送
進
の
際
の
「
紙
片
の
割

符
」
の
写
し
が
六
枚
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
紙
片
の
割
符
」
の
写
し

は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
割
符
が
年
貢
送
進
に
利
用
さ
れ
た
事
例
が
多
く
検

出
さ
れ
て
い
る（

４
）。
こ
こ
で
は
、
新
見
荘
の
割
符
の
考
察
の
結
果
を
も
と
に
、
北

陸
か
ら
畿
内
に
送
ら
れ
た
割
符
な
ど
の
事
例
を
検
討
し
て
、
自
説
を
補
強
し

た
い
。
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ら
年
貢
の
代
銭
納
が
行
わ
れ
て
い
る
。
高
瀬
の
鉄
生
産
は
、
畿
内
の
商
人
を
引

き
つ
け
、
輸
入
さ
れ
た
宋
銭
が
在
地
に
蓄
積
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
高
瀬

地
区
の
人
々
の
主
導
に
よ
り
割
符
に
よ
る
年
貢
の
京
進
が
す
す
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る

（
（（
（

。

念
の
た
め
に
、
年
貢
京
進
と
京
上
夫
と
の
関
係
を

考
察
し
て
お
く

（
（（
（

。
表
１
で
は
、
現
銭
に
よ
る
年
貢
京

進
は
六
回
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
京
上
夫
に
よ

る
。
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
に
は
、
新
見
荘
の
京

上
夫
は
、
年
に
六
度
徴
発
さ
れ
、
も
し
怠
る
と
一
度

に
つ
き
一
貫
五
〇
〇
文
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契

約
と
な
っ
た

（
（（
（

。
京
上
夫
の
選
抜
方
法
は
不
明
で
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
名
単
位
に
一
定
の
順
番
で
決
定
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
京
上
は
一
度
に
付
き
夫
一
人

で
、
馬
な
ど
の
輸
送
手
段
は
用
い
ず
、
徒
で
赴
く
の

で
、
ほ
ぼ
一
〇
日
間
を
要
す
る
（
表
２
）。
寛
正
三

年
（
一
四
六
二
）
六
月
二
十
日
に
新
見
を
出
立
し
東

寺
に
二
十
九
日
に
到
着
し
た
京
上
夫
の
例
を
見
て
み

よ
う

（
（（
（

。
昨
日
廿
九
日
、
新
見
庄
人
夫
一
人
、
上
洛
参
候
事
、

年
貢
銭
彼
是
現
銭
拾
弐
貫
文
到
来
之
内
、
弐
貫
文
去

年
違
割
符
分
、
四
貫
文
去
年
々
貢
銭
、
六
貫
文
当
年

夏
麦
代
銭
、
且
納
之
分
云
々
、（
中
略
）
此
外
人
賃

壱
貫
文
之
由
、
注
進
之
、
次
紙
一
束
納
之
、

預
状
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
割
符
は
徳
政
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、

利
息
付
き
替
銭
は
徳
政
の
対
象
と
な
っ
た（
８
）。
従
っ
て
、
仮
に
債
権
的
価
値
を
付

帯
し
て
流
通
す
る
手
形
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
割
符
で
は
な
く
替
銭
の
方
で

あ
る
。二　

備
中
国
新
見
荘
の
惣
請
と
年
貢
京
進

新
見
荘
で
は
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
に
惣
請
と
な
っ
た
。
請
負
っ
た
内

容
は
、
現
米
七
七
石
・
現
銭
一
四
〇
貫
文
や
大
豆
・
夏
麦
・
漆
・
紙
・
栗
な
ど

で
、
一
石
＝
一
貫
文
と
す
れ
ば
、
銭
高
で
は

約
二
一
七
貫
文
以
上
で
あ
る（

９
）。
前
代
官
の
京

兆
家
被
官
安
富
智
安
の
代
官
請
一
五
〇
貫
文

に
比
べ
れ
ば
、
相
当
な
高
額
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
納
入
額
は
、
表
１
に
よ
れ
ば
一

年
間
で
は
最
高
一
三
〇
貫
文
で
あ
る
。
年
貢

納
入
額
の
合
計
七
五
七
貫
五
〇
〇
文
の
う

ち
、
割
符
で
納
入
さ
れ
た
額
は
七
二
七
貫
五

〇
〇
文
で
、
年
貢
京
進
の
九
六
％
が
割
符
に

よ
り
納
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
新
見
荘

の
惣
請
は
割
符
の
存
在
な
し
に
は
実
現
で
き

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
見
荘
の
高
瀬

地
区
は
、
鉄
に
よ
る
年
貢
の
納
入
が
見
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
他
の
地
域
に
比
べ
早
く
か

表１　新見荘の年貢納入額と割符納入率
年 納入額 割符分 現銭による納入額 割符納入率

寛正２ 110 110 100
寛正３ 102 80 2＋8＋12＋5＝22 78.4
寛正４ 95 90 5 94.7
寛正５ 80.5 77.5 3 96.2
寛正６ 130 130 100
文正元 80 80 100
応仁元 80 80 100
応仁２ 60 60 100
文明11 20 20 100
注：納入額などの単位は，貫。割符納入率は％

表２　最勝光院方評定引付に見える京上夫による現銭運送
記載日 運送額 運送期間 関係史料

寛正3年  3月  3日条   2貫文・紙2束 2月23日→　3月  2日（10日間） 「百合」サ99・100・『岡』358・359
寛正3年  4月27日条   8貫文・紙1束 4月18日→　4月27日（10日間） 「百合」ゆ60・『岡』1135
寛正3年  7月  1日条 12貫文・紙1束 6月20日→　6月29日（10日間） 「百合」サ103・『岡』362
寛正3年  9月  5日条   5貫文 8月26日→　9月  5日（10日間） 『教』1695
寛正4年閏6月1日条   5貫文 6月22日→閏6月  1日（10日間） 「百合」ツ225・『岡』138
寛正5年12月29日条   3貫文 12月19日→12月28日（10日間） 「百合」サ368・『岡』590
寛正3年引付：「百合」け13・『岡』823、寛正4年：「百合」け14・『岡』824、寛正5年：「百合」け16・『岡』825
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ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
③
割
符
屋
は
、「
紙
片
の
割
符
」
と
交
換
さ
れ
た
銭
で
購

入
さ
れ
た
特
産
品
（「
上
り
荷
」）
の
運
送
費
用
（
夫
賃
）
一
〇
〜
一
三
％
を
得
る

だ
け
で
な
く
、「
上
り
荷
」
を
畿
内
で
高
値
で
売
る
こ
と
で
利
益
を
獲
得
し

た
。
割
符
の
し
く
み
は
、
在
地
・
荘
園
領
主
・
商
業
資
本
の
三
者
そ
れ
ぞ
れ
を

利
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三　

新
見
荘
か
ら
の
「
上
り
荷
」
の
運
搬
路

備
中
国
新
見
荘
の
京
上
夫
の
京
都
ま
で
の
経
路
は
す
べ
て
陸
路
で
あ
る
。
新

見
か
ら
南
下
し
て
備
中
松
山
（
高
梁
）
へ
、
そ
し
て
東
向
に
し
て
備
前
金
川
か

ら
旭
川
を
渡
り
、
関
所（

（（
（

の
あ
る
三
石
を
経
由
し
播
磨
へ
入
り
、
山
陽
道
を
道
成

に
京
都
ま
で
進
ん
だ
。
こ
れ
が
京
上
夫
の
携
え
た
「
紙
片
の
割
符
」
の
道
程
で

あ
る
。
一
方
、
新
見
荘
で
年
貢
銭
を
「
紙
片
の
割
符
」
を
替
え
た
商
人
が
、
そ

の
銭
で
購
入
し
た
鉄
な
ど
の
商
品
（
＝
「
上
り
荷
」）
を
京
都
ま
で
ど
の
よ
う
な

経
路
で
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
漠
然
と
新
見
か
ら
高
梁
川
を
下
る
船
運
に

依
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
、「
上
り
荷
」

の
運
送
経
路
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

新
見
荘
に
隣
接
し
て
神
代
郷
が
あ
る
。
神
代
郷
は
伊
勢
神
宮
領
荘
園
（
御

厨
）
で
京
都
経
由
の
人
夫
が
伊
勢
に
頻
繁
に
送
ら
れ
て
い
た
（
（（
（

。
そ
の
た
め
、
新

見
荘
か
ら
の
京
都
へ
の
注
進
状
な
ど
は
、
神
代
夫
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
た
び

た
び
あ
っ
た
。
新
見
荘
で
年
貢
銭
を
割
符
に
し
た
商
人
が
、「
上
り
荷
」
を
運

ぶ
経
路
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
史
料
上
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
以
下
に
示
す

①
〜
③
の
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
で
推
定
し
た
い
。

一
二
貫
文
を
京
進
納
入
し
た
と
す
る
も
の
の
、
実
際
に
運
搬
し
た
の
は
現
銭

一
一
貫
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。
一
貫
文
が
三
・
七
五
㎏
と
す
る
と
四
一
・

二
五
㎏
で
あ
る
。
こ
の
重
さ
は
、
京
上
夫
の
運
搬
と
し
て
は
異
例
で
あ
っ
た
た

め
に
、「
人
賃
壱
貫
文
」
を
要
求
し
、
特
例
と
し
て
貫
別
九
〇
文
と
し
て
「
夫

賃
」
九
九
〇
文
が
認
め
ら
れ
た

（
（（
（

。
こ
の
四
一
・
二
五
㎏
が
京
上
夫
一
人
が
運
搬

で
き
る
最
大
量
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。
当
時
は
京
上
夫
の
員
数
が
問
題
と

な
る（

（（
（

な
ど
、
京
上
夫
に
よ
る
現
物
年
貢
の
京
進
が
困
難
に
な
る
な
か
、
割
符
に

よ
る
年
貢
送
進
が
荘
園
制
維
持
に
不
可
欠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
寛

正
三
年
に
は
四
度
も
現
銭
に
よ
り
年
貢
が
京
進
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
割
符

商
人
が
新
見
荘
に
来
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る

（
（（
（

。
他
の
年
の
場
合
も
同
様
で（

（（
（

、
新

見
荘
は
年
貢
送
進
を
割
符
の
し
く
み
に
依
存
し
て
い
た
。

京
上
夫
に
「
人
賃
」（
＝
「
夫
賃
」）
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
前
述
の
寛
正
三

年
の
一
度
だ
け
で
あ
る
。
新
見
荘
で
一
般
に
夫
賃
と
い
え
ば
、
一
般
に
商
人
が

「
上
り
荷
」
の
割
符
を
運
ぶ
運
送
料
で
あ
る
。
新
見
荘
で
は
そ
の
夫
賃
は
地
下

の
負
担
と
し
て
除
分
と
な
っ
た
。
地
下
が
商
人
に
支
払
い
、
年
貢
の
除
分
と
し

て
年
貢
算
用
が
行
わ
れ
る
。
夫
賃
は
一
〇
％
か
ら
一
三
％
で
あ
る
が
、
農
民
側

の
損
に
は
な
ら
な
い

（
（（
（

。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
①
新
見
荘
で
は
惣
請
の
契
約
額
で
あ
る

現
米
と
現
銭
あ
わ
せ
て
約
二
一
七
貫
文
を
送
進
す
る
こ
と
は
な
く
、
最
大
が
寛

正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
一
三
〇
貫
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
割
符
に

よ
っ
て
京
進
さ
れ
た
。
②
従
っ
て
、
惣
請
の
実
現
は
割
符
屋
の
存
在
が
必
要
で

あ
っ
た
。
中
世
後
期
に
お
い
て
荘
園
制
の
存
続
を
支
え
て
い
た
の
は
、
商
業
資

本
（
割
符
屋
＝
問
丸
・
借
上
）
で
あ
り
、
加
え
て
畿
内
港
湾
へ
の
船
運
ネ
ッ
ト
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①
（
寛
正
六
年
）
十
月
二
十
二
日　

三
職
注
進
状　
「
百
合
」
ゆ
六
八
・『
岡
』

一
一
四
一
（
図
１
）（

（（
（

な
を

く
太
郎
衛
門
方
、
委
細
ち（

注

進

）

う
し
ん
申
さ
る
へ
く
候
、
今
日
廿
二
日

む（
午
）ま
時
ニ
、
神
代
の
夫
ハ
立
候
、
今
日
ひ（

未

申

）

つ
し
さ
る
の
時
分
に
な
り
候

て
、
中
お（
奥
）く
よ
り
、
此
よ（
由
）し
申
候
間
、
こ
ゝ
も
と
の
子
細
、
申
上
候
ハ
て

ハ
と
、
存
候
て
、
一
筆
申
上
候
、
こ
れ
も
五
り（
里
）は
か
り
、
人
を
お（
追
）わ
せ
候

て
、
神
代
の
夫
ニ
事
付
申
候
、
御
心
へ（
得
）あ
る
へ
く
候
、
宮
田
方
ハ
さ
り
か

た
き
用
所
候
て
、
よ（
余
所
）そへ
ゆ
か
れ
候
間
、
我
ら
両
人
よ
り
申
上
候
、

畏
申
上
候
、

抑
、
当
庄
損
免
之
事
、
わ（
詫
）ひ
事
申
上
候
へ
共
、
無
御
扶
持
候
と
て
、
御
百
性

等
、
か
た
く
わ
ひ
事
仕
候
、
京
都
へ
注
進
を
申
候
て
こ
そ
、
め（
免
）ん
す
へ
く

候
ニ
、
か
や
う
に
申
候
事
、
く（
曲
）せ
事
之
よ
し
申
て
候
へ
ハ
、
御
ち
う
し
ん
候

て
、
田
お
ハ
半
分
・
三
分
二
も
御
ふ（
扶
持
）ち候
へ
、
又
畠
ハ
か（

皆

損

亡

）

い
そ
ん
ま
う
の
よ

し
申
候
、
い（

如

何

成

敗

）

か
ゝ
せ
い
は
い
可
仕
哉
、
委
細
、
助
八
方
ニ
仰
下
さ
れ
候
へ
く

候
、
御
年
貢
漆
等
に
つ
く
り
候
へ
共
、
中
お
く
よ
り
、
夫
不
出
候
間
、
上
せ

申
さ
す
候
、
か
や
う
に
ハ
申
候
へ
共
、
又
百
性
中
へ
申
候
て
、
夫
お
も
立
申

さ
す
へ
く
候
、
先
ゐ（
田
舎
）中之
時
宜
、
注
進
申
候
、
委
細
之
事
ハ
、
太
郎
衛
門
方

よ
り
、
念
比
ニ
申
上
ら
る
へ
く
候
、
此
間
ね
ん
こ
ろ
ニ
、
夫
本
へ
申
付
候
、

上
せ
申
へ
き
よ
し
申
候
間
、
夫
の
に
（
荷
）共
、
作
候
て
、
今
日
廿
二
日
ニ
ま（
待
）ち
候

処
に
、
今
日
は（

晩

景

）

ん
け
い
ニ
な
り
候
て
、
夫
立
申
ま
し
き
由
申
候
間
、
与
日
な

く
候
間
、
中
お
く
ゑ
も
申
ニ
不
及
候
、
ゐ
中
之
趣
ハ
、
そ
ん
ま
う
は
か
り
の

わ
ひ
事
に
て
候
、
吉
用
ニ
御
申
候
て
、
地
下
お
も
御
ふ
ち
あ
る
へ
く
候
、
御

心
へ
の
為
ニ
、
き（
急
度
）

つ
と
神
代
の
夫
ニ
一
筆
注
進
申
候
、
夫
を
立
申
さ
す
候
て

図１　「百合」ゆ68、（寛正６年）10月22日、新見荘三職注進状
（京都府立京都学・歴彩館　東寺百合文書WEBより）
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①
は
田
畠
の
損
亡
に
よ
る
年
貢
の
減
免
を
訴
え
る
三
職
注
進
状
、
②
は
中
奥

百
姓
が
代
官
祐
成
の
中
間
太
郎
衛
門
を
頼
っ
て
作
成
し
た
申
状
で
、
②
が
先
行

し
て
①
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
②
は
①
と
と
も
に
神
代
の
夫
に
託
さ
れ
、

③
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
東
寺
へ
届
け
ら
れ
た
。

金
子
衡
氏
と
福
本
盛
吉
の
二
人
で
作
成
し
た
三
職
注
進
状
は
、
神
代
夫
が
出

立
し
た
十
月
二
十
二
日
に
記
さ
れ
た
。
評
定
引
付
に
よ
れ
ば
そ
の
神
代
夫

（「
高
代
人
夫
」）
は
十
一
月
二
日
に
京
着
し
た
。
従
っ
て
、
十
一
日
間
を
要
し
た

こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
職
注
進
状
に
は
、
神
代
夫
の
京
都
出
立
情
報
を
如
何
に
し
て
得
た
か

が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
神
代
夫
が
午
時
（
十
二
時
頃
）
に
出
立
し
た
こ
と

を
、
未
申
（
午
後
三
時
頃
）
に
中
奥
か
ら
の
情
報
で
知
っ
た
。
そ
し
て
「
五
り
（
里
）

は
か
り
人
を
お
わ
せ
候
て
神
代
の
夫
ニ
事
付
申
候
」（

（（
（

と
あ
る
の
で
、
神
代
夫
の

経
路
は
、
正し
ょ
う
で
ん田
の
渡
し
を
経
て
新
見
往
来
か
ら
金か
な
が
わ川
往
来
を
行
く
道
筋
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
神
代
夫
が
高
梁
川
の
渡
し
（
正
田
の
渡
し
）
を
利
用

し
た
な
ら
ば
、
三
職
た
ち
の
居
所
近
く
を
通
過
す
る
の
で
、
そ
の
情
報
は
三
職

に
届
く
は
ず
で
あ
る
。
神
代
夫
は
新
見
荘
内
を
通
過
す
る
西
向
き
に
進
ん
だ
の

で
は
な
く
、
南
向
き
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
神こ
う
じ
ろ代
→
八は
っ
と
り鳥
→
高た
か
や
ま山
の
西

→
西
山
→
小こ
だ
に谷
の
船
着
場（

（（
（

→
成
羽
川
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
（
図
２
・
ａ
）。
こ

の
八
鳥
か
ら
小
谷
の
陸
上
ル
ー
ト
は
八
㎞
強
で
成
羽
川
ま
で
の
距
離
が
最
も
短

い
。
お
そ
ら
く
、
神
代
夫
の
最
初
の
宿
泊
は
、
西
山
か
小
谷
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
成
羽
川
を
船
で
下
り
、
落
合
を
経
て
高
梁
川
の
本
流
に
で
た
。
こ
の
後
、

神
代
夫
は
再
び
陸
路
で
金
川
往
来
を
歩
い
た
の
か
、
そ
の
ま
ま
船
で
瀬
戸
内
海

ま
で
行
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
の
荷
物
を
伴
っ
て
い
た
な
ら
ば
後
者

こ
そ
、
京
都
の
御
耳
へ
も
入
申
候
て
、
御
免
お
も
給
候
へ
く
候
と
て
、
か
や

う
ニ
申
候
、
更
々
我
ら
無
等
閑
於
不
存
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　

十
月
廿
二
日	

衡
氏
（
花
押
）

	

盛
吉
（
花
押
）

　

進
上
山
吹
中
殿	

宮
田
は
ん
者

よ
そ
へ

さ
り
か
た
き
ひ
ま
入
候
て
、
他
行
候
、

②
（
寛
正
六
年
）
九
月
三
日　

中
奥
百
姓
申
状　
「
百
合
」
え
一
二
一
・『
岡
』

九
六
五（

（（
（

な
を

く
申
上
候
、
こ
の
太
郎
ゑ（
衛
門
）

も
ん
ニ
御
ふ（
扶
持
）ち
候
ハ
ヽ
、
御
き（

切

紙

）

り
か
ミ
御

く（
下
）た
し
候
ハ
ヽ
、
畏
入
候
へ
く
候
、

畏
入
候
、
仍
先
日
申
上
候
つ
る
む（

麦

年

貢

）

き
ね
ん
く
の
事
、
御
そ（
損
）ん
し
ま
へ
□
□
く

候
、
よ
き
や
う
に
御
申
候
て
、
御
ふ
ち
候
ハ
ヽ
、
ミ
な

く
畏
入
候
へ
く

候
、
も
し
又
よ（
余
人
）

し
ん
の
御
代
く（

官

）

わ
ん
御
く（
下
）た
り
候
ハ
ヽ
、
こ
の
分
を
よ
き
や

う
ニ
御
申
候
て
、
御
く
た
り
候
へ
く
候
、
御
心
得
の
た
め
ニ
申
上
候
、
く
わ

し
く
ハ
此
太
郎
ゑ
も
ん
ニ
御
た
つ
ね
候
へ
く
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

九
月
三
日

　

上
し（
使
）の
御
か
た
へ

　
　
　
　
　
　

 

ま
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
奥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

御
百
姓
中
よ
り

③
寛
正
六
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
（「
百
合
」
け
一
八
・『
岡
』
八
二
六
）
十

一
月
四
日
条

一
、
新
見
庄
損
亡
事
、
重
而
三
職
致
注
進
、
々
々
状
二
日
到
来
、
高
代
人
夫

言
付
上
了
、
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〈中奥〉

西 

川

681m
たかやま
高 山
681m
たかやま
高 山

こだに
小谷 宇治

=穴田

のち
野馳

図２　ａ．高瀬・足立 → 神代 → 八
はっとり

鳥 → 高
たかやま

山の西側 → 西山 → 小
こ

谷
だに

 → 成羽川（現在の県道313号線）
ｂ．西方 → 吹屋の西側 → 坂本 → 惣田 → 成羽川（現在の県道33号線）
ｃ．西方 → 吹屋 → 宇治（＝穴田） → 成羽川� 晴れの国おかやま旅マップ（岡山県発行）を加工
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図３　明治31年測図・同34年製版　新見（部分）　大日本帝国陸地測量部
八
はっとり

鳥 → 高
たかやま

山の西側 → 西山 → 小
こ

谷
だに

 → 成羽川
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年
貢
銭
の
送
進
は
割
符
の
し
く
み
が
使
わ
れ
た（

（（
（

。

Ⅰ
「
雑
事
要
録
」
一
三
冊
・
延
徳
二
年
・
越
前
国
宇
坂
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
千
四
百
疋
也

十
二
月
廿
九
日　

綿
廿
九
屯
百
目　

割
符
二
ケ
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
正
月
十
二
日
千
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
同
十
八
日
四
百
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
同
廿
五
日
千
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
二
千
四
百
疋
也

延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
二
月
二
十
九
日
に
真
綿
二
十
九
屯
百
目
と
「
紙

片
の
割
符
」
二
ケ
半
（「
半
」
は
五
貫
文
で
は
な
く
四
貫
文
分
で
計
二
四
貫
文
分
）
が

京
着
し
た
。
そ
し
て
、
①
「
紙
片
の
割
符
」
は
三
枚
で
、
千
疋
分
は
正
月
十
二

日
、
四
百
疋
分
は
正
月
十
八
日
、
千
疋
分
は
正
月
二
十
五
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
割

符
付
を
す
る
日
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
②
「
紙
片
の
割
符
」
が
京

着
し
た
十
二
月
二
十
九
日
に
割
符
屋
に
割
符
付
を
す
る
と
、
上
記
の
そ
れ
ぞ
れ

の
日
を
裏
付
し
て
く
れ
た
。
①
の
場
合
は
、
割
符
付
を
す
る
日
に
裏
付
が
さ
れ

る
の
で
、
現
銭
化
は
割
符
付
を
す
る
日
以
後
で
あ
る
。
②
の
場
合
は
、
そ
の
日

に
現
銭
化
に
成
功
し
た
。
①
に
せ
よ
②
に
せ
よ
、
十
二
月
二
十
九
日
に
京
着
し

た
「
紙
片
の
割
符
」
は
そ
の
ま
ま
流
通
す
る
こ
と
は
な
く
、
正
月
十
二
日
以
後

に
現
銭
化
さ
れ
た
。
な
お
、
Ⅲ
の
事
例
で
も
、「
半
」
は
五
貫
文
で
は
な
く
、

四
貫
文
で
あ
る
。

Ⅱ
「
雑
事
要
録
」
二
二
冊
・
明
応
八
年
・
越
前
国
宇
坂
荘

二九年
分月
九
日　

綿
三
十
九
屯　

割
符
四
ケ
有
未
進

十
五
日
上
京
頭
中
屋
五
百
疋　

残
五
百
疋　

六
月
廿
日
可
上
申
云
々

で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
神
代
か
ら
の
「
上
り
荷
」
は
勿
論
、
新
見
荘
の
中

奥
・
高
瀬
か
ら
の
「
上
り
荷
」
も
こ
の
ル
ー
ト
で
運
送
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

（
図
２
・
図
３

（
（（
（

）。

成
羽
川
は
早
く
か
ら
物
資
の
運
搬
に
利
用
さ
れ
て
い
て
、
現
在
の
広
島
県
東

条
付
近
か
ら
の
鉄
な
ど
が
水
運
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
た
。
徳
治
二
年
（
一
三

〇
九
）
に
南
都
西
大
寺
の
僧
の
協
力
を
背
景
に
石
大
工
伊
氏
に
よ
り
成
羽
川
の

水
路
が
開
削
さ
れ（

（（
（

、
神
代
→
八
鳥
→
西
山
→
小
谷
の
ル
ー
ト
が
開
発
さ
れ
た
（
（（
（

。

神
代
郷
や
新
見
荘
の
物
流
は
高
梁
川
の
西
側
の
高
原
を
南
下
し
て
、
成
羽
川
の

船
着
き
場
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
新
見
荘
中
瀬
・
高
瀬
か
ら
の
鉄
な
ど
の
物
流

ル
ー
ト
は
、
西
川
→
神
代
川
→
神
代
→
八
鳥
→
高
山
の
西
→
西
山
→
小
谷
の
船

着
場
→
成
羽
川
→
落
合
→
高
梁
川
→
西
阿
知
→
瀬
戸
内
が
想
定
さ
れ
る

（
（（
（

。

四　

北
陸
な
ど
中
間
地
域
荘
園
の
割
符

新
見
荘
の
京
上
夫
一
人
が
徒
で
運
搬
で
き
る
の
は
、
精
々
一
一
貫
文
程
度
の

銭
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
年
貢
銭
を
運
搬
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
見

荘
で
は
、
運
送
業
者
を
兼
ね
る
割
符
屋
商
人
が
年
貢
銭
を
商
品
（『
上
り
荷
』）

に
替
え
て
京
進
し
た
。
他
の
荘
園
の
年
貢
送
進
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
年
貢
送

進
に
利
用
さ
れ
た
割
符
を
北
陸
な
ど
の
荘
園
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
近
衛
家
領
越
前
国
宇
坂
荘
・
加
賀
国
安
江
保
（「
雑
事
要
録
」・「
雑
々
記
」）

越
前
国
宇
坂
荘
（
現
在
の
福
井
市
美
山
町
付
近
）
へ
は
、
近
衛
家
か
ら
直
務
定

使
が
定
期
的
に
派
遣
さ
れ
て
、
真
綿
と
年
貢
銭
が
商
人
に
よ
り
京
進
さ
れ
た
。
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四
月
六
日　

同
三
百
疋

　
　

八
日　

同
二
百
疋

八
月
廿
八
日　

百
疋

九
月
九
日　

百
疋

明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
二
月
二
十
三
日
に
「
紙
片
の
割
符
」
二
ケ
半
（
二
四

貫
文
分
）
が
到
来
し
た
。「
三
月
十
四
日
、
サ
イ
フ
ノ
内
四
百
疋
到
来
」
は
、

「
紙
片
の
割
符
」
二
ケ
半
の
内
四
貫
文
の
銭
が
到
着
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
か
ら
、「
上
り
荷
」
の
到
着
に
よ
り
二
四
貫
文
が
分
割
的
に
現
銭
化
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
十
五
日
に
五
百
疋
、
二
十
一
日
に
五
百
疋
、
二
十
四
日

に
三
百
疋
、
二
十
六
日
に
二
百
疋
、
四
月
六
日
に
三
百
疋
、
八
日
に
二
百
疋
が

そ
れ
ぞ
れ
現
銭
化
さ
れ
た
。
例
Ⅰ
と
同
様
に
「
半
」
は
四
貫
文
分
で
あ
る
。

（
２�

）
北
野
社
領
加
賀
国
富と
み
つ
か墓
荘
（「
北
野
社
家
引
付
」『
加
能
史
料　

戦
国
Ⅳ
』
二

〇
〇
四
年
）

北
野
天
満
宮
領
富
墓
荘
は
加
賀
国
江
沼
郡
、
現
在
の
加
賀
市
富
塚
町
・
柴
山

潟
西
辺
に
位
置
す
る
。

延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
五
月
二
日
条

一
、
柴
山
割
符
貳
荷
、
同
現
物
四
貫
文
三
百
文
到
来
、
但
割
符
一
者
坂
本
ニ

在
之
由
申
間
、
可
社
納
由
申
而
返
之
、

加
賀
国
富
墓
荘
の
代
官
柴
山
九
郎
左
衛
門
尉
か
ら
「
紙
片
の
割
符
」
二
荷
と

現
物
四
貫
三
百
文
が
到
来
し
た
。
但
し
、「
上
り
荷
の
割
符
」
一
荷
は
坂
本
に

あ
る
と
い
う
の
で
、「
紙
片
の
割
符
」
を
現
銭
化
し
て
社
納
す
る
よ
う
に
と

い
っ
て
、
使
者
を
坂
本
へ
返
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
「
割
符

十
八
日
同
袋
屋
千
疋

廿
日
同
布
袋
屋
千
疋

三
月
卅
日
三
条
小
袖
屋
千
疋

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
二
月
九
日
に
真
綿
三
十
九
屯
と
と
も
に
「
紙
片
の

割
符
」
四
ケ
が
京
着
し
た
。「
有
未
進
」
の
部
分
が
重
要
で
あ
る
。「
紙
片
の
割

符
」
四
ケ
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
四
店
舗
の
割
符
屋
に
そ
れ
ぞ
れ
割
符
付
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
上
京
に
あ
る
割
符
屋
・
頭
中
屋
に
割
符
付
さ
れ
た

一
ケ
の
う
ち
五
百
疋
分
は
二
月
十
五
日
に
現
銭
化
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
裏
付

が
な
さ
れ
た
が
、
残
り
の
五
百
疋
分
は
「
上
り
荷
」
の
未
進
（
未
着
）
に
よ
り

六
月
二
十
日
に
再
度
割
符
付
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
京
袋
屋
の
「
紙
片
の

割
符
」
一
ケ
は
二
月
十
八
日
、
同
じ
く
上
京
の
布
袋
屋
の
そ
れ
は
は
二
月
二
十

日
、
三
条
の
小
袖
屋
の
そ
れ
は
三
月
三
十
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
現
銭
化
す
る
約
束

の
裏
付
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
現
銭
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
割
符
は
、

け
っ
し
て
流
通
型
割
符
と
は
い
え
な
い

（
（（
（

。
な
お
、
割
符
の
助
数
詞
は
す
べ
て

「
ケ
（
か
・
荷
）」
で
あ
る
。

安
江
保
は
加
賀
国
石
川
郡
、
現
在
の
金
沢
市
北
西
部
に
位
置
す
る
。

Ⅲ
「
雑
々
記
」「
五
」・
明
応
三
年
と
四
年
・
加
賀
国
安
江
保

四
年
二
月
廿
三
日　

割
符
二
ケ
半
到
来

三
月
十
四
日　

サ
イ
フ
ノ
内
四
百
疋
到
来

　
　

十
五
日　

サ
イ
フ
ノ
内
五
百
疋
到
来

　
　

廿
一
日　

同
五
百
疋

　
　

廿
四
日　

同
三
百
疋

　
　

廿
六
日　

同
二
百
疋
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長
享
二
年
分
（
一
四
八
八
）
土
田
荘
公
用
銭
算
用
状

　

拾
貫
文
同
廿
日
さ
い
ふ
内
、

五
百
四
十
文	

同
一
日
一
社
へ
御
樽
代
、
此
内
四
十
文
当
月
利
八
文
子
、

卅
文		



同
日
新
左
衛
門
方
海
津
へ
下
時
出
立
酒
直
、

貳
百
五
十
一
文	

同
三
日
十
五
人
御
寄
合
夕
飯
不
足
分
、

三
貫
貳
百
四
十
文	

当
月
二
日
日
供
料
借
銭
仁
返
弁
、
此
内
貳
百
四

十
文
同
月
利
分
八
文
子
、

五
百
五
十
一
文	

同
六
日
十
五
人
御
寄
合
夕
飯
新
左
衛
門
方
マ
テ
、

廿
八
文		



同
七
日
新
左
衛
門
方
さ
い
ふ
付
仁
行
時
酒
直
、

貳
百
文		



同
八
日
浄
願
被
召
時
一
献
十
五
人
数
マ
テ
、

四
十
文		



同
十
一
日
豊
田
方
使
給
酒
直
、

廿
五
文	

同
日
両
雑
掌
御
出
京
酒
直
、

五
十
文		



同
日
新
左
衛
門
方
さ
い
ふ
ノ
う
ら
付
ノ
出
立
、

十
四
文		



同
日
豊
田
方
へ
正
税
ノ
た
ハ
ら
ノ
代
、

卅
文		



同
十
四
日
新
左
衛
門
方
坂
本
へ
下
時
酒
直
、

百
七
十
文	

同
十
五
日
大
黒
屋
使
給
酒
直
御
出
方
マ
テ
、

百
四
十
文	

同
十
六
日
新
左
衛
門
方
さ
い
ふ
銭
取
仁
行
時
朝
飯
、
但
十

五
人
御
中
ノ
定
、

五
十
代
五
百
五
十
五
文	

文
明
十
八
年
小
野
郷
司
得
分
不
足
ノ
入
立
、

三
百
文		



同
廿
日
新
大
夫
茶
代
、
同
茶
椀
代
ま
て
、

四
百
文		



同
日
職
中
同
物
書
給
訪
分
、

三
百
八
十
文	

同
十
七
日
十
五
人
御
寄
合
御
一
献
、

一
、
十
月
廿
四
日
香
川
方
へ
樽
参
時
肴
代
借
書
九
百
九
十
二
文
、
此
内
百
廿

貳
荷
」
は
「
紙
片
の
割
符
」
で
あ
る
が
、「
上
り
荷
」
が
意
識
さ
れ
て
数
詞
は

「
荷
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
「
割
符
一
」
は
坂
本
津
に
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
「
上
り
荷
」
を
指
し
て
い
て
、
京
都
に
到
着
し
た
「
紙
片
の
割

符
」
を
坂
本
へ
持
参
し
て
「
上
り
荷
」
と
照
合
し
て
現
銭
化
し
て
社
納
せ
よ
と

命
じ
て
い
る
。
一
文
の
中
に
、
割
符
が
「
紙
片
の
割
符
」
と
「
上
り
荷
」
と
の

両
方
が
登
場
す
る
好
例
で
あ
る
。

延
徳
四
年
五
月
三
十
日
条

一
、
柴
山
割
符
一
千
疋
、
已
前
於
坂
本
可
渡
由
申
間
、
無
謂
由
申
返
之
処
、

今
日
当
坊
へ
持
送
也
、

代
官
柴
山
が
割
符
千
疋
は
以
前
に
坂
本
で
現
銭
化
し
て
渡
す
と
言
っ
た
の

で
、
謂
わ
れ
の
な
い
こ
と
だ
と
い
っ
て
返
答
し
た
ら
、
今
日
坂
本
か
ら
梅
松
院

へ
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
富
墓
荘
か
ら
の
割
符
は
坂
本
の
商
人

の
扱
い
で
あ
り
、「
紙
片
の
割
符
」
が
京
着
し
て
も
現
銭
化
す
る
た
め
に
は
坂

本
の
割
符
屋
に
割
符
付
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、「
当
坊
へ
持
送
也
」

は
、
坂
本
で
現
銭
化
さ
れ
た
一
〇
貫
文
を
京
都
の
北
野
社
松
梅
院
が
取
り
に
行

く
の
で
は
な
く
、
代
官
柴
山
が
坂
本
か
ら
松
梅
院
ま
で
運
ん
で
き
た
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

（
３�

）
上
賀
茂
神
社
領
能
登
国
土
田
荘
（「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」『
加
能
史
料　

戦

国
Ⅱ
』
二
〇
〇
〇
年
）

賀
茂
別
雷
神
社
の
荘
園
で
あ
っ
た
能
登
国
土
田
荘
の
年
貢
収
納
に
土
倉
が
深

く
関
わ
っ
て
い
た

（
（（
（

。
こ
の
荘
園
で
も
年
貢
の
京
進
に
割
符
が
利
用
さ
れ
て
い

た
。
土
田
荘
は
能
登
国
羽
咋
郡
、
現
在
の
志
賀
町
南
部
に
位
置
す
る
。
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（
紙
継
目
裏
花
押
）

豊
後
孫
三
郎
割
符
方
江
渡
米
注
文

　

合　

応
仁
三
己丑
二
月　

次
郎
右
衛
門
執
進
上
之
、

割
符
六
内
堺
ヨ
リ
三　

兵
庫
ヨ
リ
三

七
十
参
貫
文　
加
賃
分
拾
二
貫
文
、
兵
庫
ヨ
リ
南
都
マ
テ
運
賃
壱
貫
文
之
由
申
之
、

　

分
米
百
四
石
弐
斗　
拾
石
別
七
貫
文
宛

此
内
遣
方

拾
石　
　
　
　
　
　
　

大
前
公
文
名
上
足
子
歳
分
内

弐
拾
石　
　
　
　
　
　

亥
歳
周
才
持
上
奉
加
銭
分
、
割
符
於
路
次
失
了
、

然
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
米
不
渡
、
仍
只
今
遣
方
ニ
仕
候
也
、

拾
石
八
斗
二
舛
四
合　

富
田
公
用
之
内

　
　
　

已
上
四
十
石
八
斗
二
舛
八
合
渡
之
、

　

残
未
進
六
十
三
石
三
斗
七
舛
二
合

富
田
公
用
此
後
も
納
候
者
、
可
渡
之
候
也
、

　
　

卯
月
五
日　
　
　
　
　

玉
舜

　

油
倉
江

　
　
　
　

参

こ
の
史
料
の
解
釈
は
難
し
い
。
本
多
博
之
は
「
こ
れ
は
、
目
代
玉
舜
房
圭
範

が
豊
後
孫
三
郎
と
取
引
を
持
つ
周
防
国
現
地
の
「
割
符
方
」
に
年
貢
米
を
納
入

し
、
そ
こ
で
振
り
出
さ
れ
た
「
割
符
」
を
「
次
郎
右
衛
門
」
が
携
帯
し
て
東

上
、
堺
及
び
兵
庫
で
換
金
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し
た

（
（（
（

。

し
か
し
、「
割
符
方
」
は
商
人
豊
後
孫
三
郎
自
身
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
は

文
十
月
・
十
一
月
両
月
利
八
文
子
、
此
内
十
二
月
二
日
収
納
時
三
百
十
七
文

返
弁
之
、
残
而
、
六
百
七
十
五
文

以
上
、
七
貫
七
百
卅
七
文
、
此
外
貳
貫
二
百
六
十
文
未
進
、

右
、
散
用
状
如
件
、

同
十
二
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修
理
亮
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
京
進
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
岐
守
（
花
押
）

新
左
衛
門
（
賀
茂
社
務
使
・
河
口
久
守
）
は
、
十
二
月
七
日
に
割
符
付
を
し
、

十
二
月
十
一
日
に
割
符
の
裏
付
に
成
功
し
、
十
二
月
十
六
日
に
坂
本
で
現
銭
化

し
て
京
都
へ
運
ん
で
い
る
。
新
見
荘
の
割
符
の
現
銭
化
の
過
程
と
同
様
で
あ

る
。
河
口
久
守
が
京
都
か
ら
海
津
に
下
向
し
た
理
由
は
、「
上
り
荷
」
の
海
津

到
着
の
確
認
で
あ
ろ
う
。「
上
り
荷
」
は
、
能
登
か
ら
敦
賀
湊
、
敦
賀
か
ら
は

西
近
江
路
（
七
里
半
越
）
を
経
て
海
津
の
湖
岸
に
到
り
、
さ
ら
に
琵
琶
湖
を
運

漕
さ
れ
坂
本
津
で
荷
揚
げ
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
東
大
寺
領
周
防
国
衙
領
（「
東
大
寺
文
書
」）

周
防
国
衙
領
は
中
世
を
通
じ
て
東
大
寺
造
営
料
所
と
し
て
、
年
貢
を
東
大
寺

に
上
納
し
続
け
た
。

周
防
国
目
代
玉
舜
房
圭
範
諸
方
渡
米
注
文（

（（
（

「（
端
裏
書
）

此
両
通
を
ハ
披
見
候
て
、
可
給
候
也
、」

湊
丸
江
渡
米
注
文

（
中
略
）
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「
ヨ
リ
」
は
、
同
じ
史
料
内
に
「
兵
庫
ヨ
リ
南
都
マ
テ
運
賃
」
と
あ
る
だ
け
で

な
く
、
他
の
史
料
に
も
「
堺
并
に
尼
崎
ヨ
リ
分
也
」・「
堺
ヨ
リ
替
ノ
駄
賃
十
貫

文
ニ
二
百
文
引
之
商
人
方
」（

（（
（

と
あ
る
の
で
、
割
符
を
現
銭
化
を
す
る
港
の
割
符

屋
か
ら
奈
良
ま
で
運
ば
れ
る
と
い
う
意
味
上
で
の
「
ヨ
リ
」
で
あ
る
。

（
５
）
三
条
西
家
領
越
後
青
苧
座
（『
実
隆
公
記
』）

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
十
二
月
二
十
九
日
条

自
天
王
寺
割
符
三
到
来
、
且
所
祝
着
也
、
此
内
一
相
違
事
在
之
、
計
会
明
春

早
々
可
申
下
之
分
也
、

こ
の
「
割
符
」
は
、
無
論
、
天
王
寺
か
ら
京
都
に
割
符
付
あ
る
い
は
裏
付
の

た
め
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
所
・
三
条
西
家
が
割
符
付
あ
る
い
は

裏
付
の
た
め
に
使
い
を
天
王
寺
に
派
遣
し
、
割
符
を
持
参
し
た
使
者
が
そ
の
首

尾
を
報
告
し
た
こ
と
を
実
隆
は
記
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
此
内
一
相
違
」

と
は
、
違
割
符
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
割
符
三
の
う
ち
、
二
は
裏
付
に
成

功
し
て
現
銭
化
が
約
束
さ
れ
た
が
、
残
り
の
一
は
違
割
符
と
な
っ
た
の
で
、
実

隆
は
来
年
正
月
早
々
に
現
銭
化
の
実
現
の
た
め
に
善
処
を
命
じ
た
。
割
符
が
流

通
し
て
い
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
状
況
は
起
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ

の
史
料
に
よ
り
、
越
後
青
苧
座
の
年
貢
が
割
符
で
本
所
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
だ
け
で
な
く
、
越
後
（
柏
崎
津
や
直
江
津
）
か
ら
の
「
上
り
荷
」
の
到
着
地

が
淀
川
を
下
っ
た
天
王
寺
浜
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
（（
（

。

（
６�

）
東
寺
領
遠
江
国
原
田
荘
・
東
大
寺
領
遠
江
国
蒲
御
厨
（「
東
寺
百
合
文

書
」・「
東
大
寺
文
書
」『
静
岡
県
史
』
資
料
編
六
・
中
世
二
）

豊
後
孫
三
郎
へ
未
進
分
の
米
を
渡
す
こ
と
を
周
防
目
代
玉
舜
房
圭
範
か
ら
東
大

寺
油
倉
へ
報
告
し
た
注
進
状
で
あ
る
。
最
初
に
「
湊
丸
江
渡
米
注
文
」
と
題
す

る
文
書
が
あ
る
が
、
湊
丸
も
豊
後
と
同
様
に
商
人
で
あ
ろ
う
。
割
符
屋
の
豊
後

は
周
防
国
衙
領
に
出
向
き
、
目
代
玉
舜
か
ら
十
分
な
米
を
得
な
い
ま
ま
、
堺
と

兵
庫
で
現
銭
化
で
き
る
「
紙
片
の
割
符
」
を
目
代
玉
舜
に
振
り
出
し
た
。
こ
の

時
、
商
人
豊
後
は
別
の
荘
園
な
ど
か
ら
年
貢
輸
送
を
請
負
い
、
不
足
を
充
当
し

て
「
上
り
荷
」
を
兵
庫
・
堺
に
運
漕
し
た
。
目
代
玉
舜
は
商
人
豊
後
に
「
来

納
」
の
契
約
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
が
こ
の
注
文
で
あ
り
、
将
来
、

富
田
か
ら
納
め
ら
れ
た
「
公
用
」
米
が
商
人
豊
後
に
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
多
の
割
符
の
換
金
化
の
説
明
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
堺
・
兵
庫
で
「
紙

片
の
割
符
」
は
「
上
り
荷
」
と
照
合
し
て
現
銭
化
さ
れ
た
。
周
防
か
ら
瀬
戸
内

を
経
由
す
る
「
上
り
荷
」
の
夫
賃
が
一
二
貫
文
（
二
〇
％
）
で
こ
れ
は
堺
・
兵

庫
商
人
に
支
払
わ
れ
た
。
ま
た
、
兵
庫
よ
り
東
大
寺
ま
で
の
運
賃
が
一
貫
文

で
、
こ
れ
も
必
要
経
費
で
あ
る
。
結
局
、
現
銭
化
さ
れ
た
六
〇
貫
文
に
一
二
貫

文
の
夫
賃
と
一
貫
文
の
運
賃
が
経
費
と
し
て
加
え
ら
れ
、
在
地
の
周
防
国
衙
領

は
七
三
貫
文
を
東
大
寺
に
納
め
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
兵
庫
か
ら
奈
良
ま
で

は
、
お
そ
ら
く
大
和
川
の
水
運
な
ど
を
利
用
し
て
六
〇
貫
文
（
二
二
五
㎏
）
を

運
送
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
割
符
は
高
額
紙
幣
と
し
て
流
通
す
る
こ
と

は
な
い
。
港
町
に
店
を
構
え
る
割
符
屋
商
人
は
夫
賃
な
ど
の
大
き
な
利
益
を
得

て
い
た
。

こ
の
割
符
を
取
立
為
替
（
逆
為
替
）
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
夫
賃
や
運
賃

の
説
明
が
で
き
な
い
の
で
誤
っ
て
い
る

（
（（
（

。「
兵
庫
ヨ
リ
三
」
な
ど
の
解
釈
を

「
兵
庫
よ
り
周
防
国
衙
領
へ
三
」
と
考
え
て
い
る
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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東
国
に
お
け
る
中
間
地
域
の
最
東
部
に
位
置
す
る
遠
江
国
の
割
符
の
事
例
を

検
討
し
よ
う

（
（（
（

。
東
寺
領
原
田
荘
は
遠
江
国
佐
野
郡
、
現
在
の
掛
川
市
西
部
に
位

置
す
る
。
ま
た
、
東
大
寺
領
蒲
御
厨
は
遠
江
国
長
上
郡
、
現
在
の
浜
松
市
東
部

に
位
置
す
る
。

東
寺
領
遠
江
国
原
田
荘
代
官
鈴
蔵
常
喜
が
、
守
護
方
の
支
配
伸
張
の
た
め

に
、
納
入
す
べ
き
年
貢
が
減
じ
た
こ
と
を
訴
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
東
寺
に
述

べ
て
い
る
（
図
４

（
（（
（

）。

彼
此
都
合
五
貫
百
廿
七
文
御
年
貢
之
内
減
し
入
候
間
、
十
四
貫
文
八
百
七
十

文
に
て
候
を
、
百
廿
七
文
を
ハ
入
立
候
て
、
十
五
貫
文
替
進
大
事
候
、
国
方

の
三
貫
文
の
請
取
副
進
之
候
、
い
ま
た
地
下
未
進
四
貫
ハ
か
り
候
へ
と
も
、

あ
ま
り
月
迫
ニ
な
り
候
あ
ひ
た
、
そ
の
ふ
ん
を
ハ
さ
い
ふ
を
お（

沖

乗

）

き
の
り
に
て

進
て
候
、
御
請
取
を
や
か
て
下
給
候
□（
ハ
）、
目
出
度
畏
入
存
候
、

一
四
貫
八
七
〇
文
に
一
二
七
文
を
加
え
て
一
五
貫
文
（
省
陌
法
）
と
し
て
い

る
の
で
、「
紙
片
の
割
符
」
が
組
ま
れ
て
（「
替
進
」）
い
る
。
そ
し
て
、「
紙
片

の
割
符
」
に
対
応
す
る
「
さ
い
ふ
」
が
沖
乗
の
船
に
よ
り
送
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
「
さ
い
ふ
」
は
「
上
り
荷
」
で
あ
る
。
沖
乗
は
地
乗
に
対
応
す
る
こ
と
ば

で
、
商
人
が
「
上
り
荷
」
を
船
に
積
載
し
、
一
気
に
紀
伊
半
島
を
南
下
し
て
紀

伊
水
道
を
め
ざ
し
て
い
る

（
（（
（

。

東
大
寺
油
倉
下
部
の
弥
太
郎
は
、
遠
江
国
蒲
御
厨
か
ら
年
貢
が
送
進
で
き
な

い
こ
と
を
訴
え
て
、
東
大
寺
油
倉
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。

抑
就
国
之
忩
劇
候
て
、
更
々
御
領
之
無
納
所
候
之
間
、
か
た
く
催
促
申
候
、

仍
納
所
被
申
候
へ
共
、
海
道
ふ
さ
か
り
候
て
、
商
人
罷
不
上
候
間
、
不
及
了

簡
候
、
次
わ
れ
ら
も
罷
上
候
ハ
ん
心
中
に
て
候
へ
共
、
自
地
下
申
留
ら
れ
候

図４　「百合」え12、応永８年（1401）12月９日、原田荘代官鈴蔵常喜書状
（京都府立京都学・歴彩館　東寺百合文書WEBより）
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③
北
陸
な
ど
中
間
地
域
荘
園
か
ら
の
割
符
を
具
体
的
な
史
料
に
よ
り
検
討
し
た

と
こ
ろ
、
地
方
か
ら
畿
内
に
送
ら
れ
た
「
紙
片
の
割
符
」
は
、
港
湾
に
店
舗
を

構
え
る
割
符
屋
で
割
符
付
・
裏
付
を
経
た
の
ち
に
現
銭
化
さ
れ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
、
割
符
の
語
に
「
上
り
荷
」
を
示
す
事
例
も
採
集
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
れ
ら
の
荘
園
の
割
符
京
進
は
、
新
見
荘
の
割
符
の
し
く
み
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
っ
た
。

新
見
荘
の
在
地
で
は
専
ら
「
割
符
」
の
語
が
使
用
さ
れ
、「
替
銭
」
は
使
用

さ
れ
な
い
が
、
東
寺
で
は
両
方
は
同
義
と
さ
れ
て
い
た
。
新
見
荘
以
外
の
中
間

地
域
荘
園
の
史
料
で
は
両
方
の
事
例
が
多
く
検
出
さ
れ
る
が
、
本
論
で
は
ま
っ

た
く
検
討
・
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）
網
野
善
彦
『
日
本
社
会
の
歴
史
（
下
）』
三
五
頁
、
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
。

（
２
）
桜
井
英
治
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」（『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
所
収
、
一
九
九
五
年
初
出
）。
桜
井
の
流
通
型
割
符
が
存
在
す
る

根
拠
は
、
以
下
の
六
点
で
あ
る
。
①
割
符
の
定
額
性
。
②
益
斎
書
状
（『
上
杉

家
文
書
』）「
彼
年
貢
未
進
内
六
拾
貫
文
、
加
夫
賃
か
わ
し
申
候
内
弐
拾
貫
文

者
、
さ
い
ふ
二
ケ
請
取
申
候
、
此
使
者
ニ
可
渡
給
候
、
泉
州
堺
さ
い
ふ
ニ
て

候
、
ち
か
い
た
る
儀
候
者
、
則
以
松
井
正
才
可
致
返
弁
候
」。「
か
わ
し
」
と

「
さ
い
ふ
」
を
区
別
し
一
回
性
送
金
目
的
の
替
銭
に
対
し
て
流
通
型
割
符
が
存

在
す
る
。
③
新
見
荘
で
は
割
符
の
京
進
を
「
上
す
」「
進
ら
す
」
等
と
言
い
、

「
か
わ
す
」「
か
わ
し
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
、
割
符
と
替
銭
は
異
な
る
存
在

で
、
割
符
は
流
通
す
る
。
④
割
符
案
に
登
場
す
る
「
ゆ
ハ
と
の
」（「
百
合
」
サ

一
七
三
─
三
）
と
「
平
田
九
郎
さ
衛
門
」（『
教
』
一
七
九
〇
）
の
両
人
は
新
見

て
、
如
此
地
下
よ
り
注
進
被
申
候
、

東
寺
領
原
田
荘
と
同
様
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
年
貢
は
海
運
を
利
用
す
る
商
人

が
東
大
寺
に
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
に
「
紙
片
の
割
符
」
に
対
応
す

る
「
上
り
荷
」
の
運
漕
で
あ
れ
ば
、（
４
）
の
周
防
国
衙
領
と
同
様
に
堺
で
現

銭
化
さ
れ
、
馬
な
ど
を
利
用
し
て
奈
良
ま
で
運
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

遠
江
国
蒲
御
厨
は
室
町
期
に
は
守
護
斯
波
氏
の
守
護
請
と
な
る
が
、
そ
の
際
に

在
京
す
る
守
護
に
京
進
さ
れ
た
年
貢
銭
の
算
用
状
が
残
っ
て
い
る

（
（（
（

。
代
官
石
田

義
賢
が
作
成
し
た
こ
の
算
用
状
を
見
る
と
、
京
着
し
た
年
貢
額
が
三
〇
貫
文
な

ど
丸
ま
っ
た
額
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
一
五
％
の
夫
賃
が
付
加
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
割
符
の
し
く
み
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

お
わ
り
に

割
符
の
し
く
み
が
室
町
・
戦
国
期
荘
園
制
を
支
え
て
い
た
と
す
る
視
点
か

ら
、
新
見
荘
な
ど
中
間
地
域
を
対
象
に
論
考
し
た
。
以
下
に
本
論
の
ま
と
め
を

し
て
お
く
。

①
新
見
荘
の
年
貢
京
進
は
京
上
夫
に
よ
り
担
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
割
符

の
し
く
み
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
た
。
商
業
資
本
で
あ
る
割
符
屋
が
「
上
り

荷
」
を
畿
内
の
港
湾
に
運
漕
す
る
こ
と
で
、
室
町
・
戦
国
期
荘
園
制
は
成
り

立
っ
て
い
た
。

②
新
見
荘
の
高
瀬
・
中
奥
か
ら
の
「
上
り
荷
」
の
経
路
は
、
成
羽
川
の
上
流
の

小
谷
を
め
ざ
す
の
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
新
見
荘
三
職
注
進
状
の
分
析
に
よ
り

推
定
し
た
。
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（
10
）
百
姓
が
割
符
を
調
達
し
た
事
例
が
二
例
知
ら
れ
て
い
る
。「
百
合
」
ゆ
三
三
・

『
岡
』
一
一
一
〇
、
寛
正
四
年
三
月
二
日
、
金
子
衡
氏
書
状
。
サ
三
二
五
・

『
岡
』
五
五
四
、
文
明
三
年
八
月
十
八
日
、
高
瀬
・
中
奥
御
百
姓
等
申
状
。
後

者
は
、
東
寺
の
直
務
支
配
の
継
続
を
求
め
て
高
瀬
・
中
奥
の
百
姓
が
割
符
を
京

進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
11
）
徳
永
裕
之
「
中
世
後
期
の
京
上
夫
の
活
動
」（
遠
藤
ゆ
り
子
な
ど
編
『
再
考
中

世
荘
園
制
』
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
12
）「
百
合
」
オ
一
七
一
─
二
・『
岡
』
一
九
〇
、
寛
正
四
年
十
一
月
十
日
、
年
預
堯

忠
新
見
荘
人
夫
役
支
配
法
式
置
文
。
京
上
夫
は
毎
年
一
二
人
で
あ
る
が
、
六
か

月
分
は
現
夫
で
、
残
り
の
六
か
月
は
夫
銭
二
貫
文
宛
と
し
、
現
夫
が
出
せ
な
い

と
き
は
一
貫
五
〇
〇
文
を
納
め
る
定
め
で
あ
る
。

（
13
）「
百
合
」
け
一
三
・『
岡
』
八
二
三
、
寛
正
三
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
、
七
月

一
日
条
。

（
14
）
①
「
百
合
」
さ
一
一
四
─
七
・『
岡
』
一
〇
三
九
、
寛
正
三
年
七
月
六
日
、
新
見

荘
年
貢
代
銭
支
配
状
案
で
は
、「
四
百
五
十
文
夫
賃
五
貫
文　
　

貫
別
九
十
文
」
と
あ
る
。
②
「
百

合
」
さ
一
一
四
─
─
八
・『
岡
』
一
〇
四
〇
、
寛
正
三
年
七
月
六
日
、
新
見
荘

年
貢
代
銭
支
配
状
案
で
は
、「
合
六
貫
文
内　

夏
麦
代　

除　

五
百
四
十
文　

夫
賃
六
貫
文
分　
　

貫
別
九
十
文
」
と
あ
る
。
①
は
年
貢
五
貫
文
と
去
年
違
割
符
分
二
貫
文
と
の

合
計
七
貫
文
の
支
配
状
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
計
算
上
の
記
載
で
あ
り
、
実
際
に

運
搬
さ
れ
た
の
は
夫
賃
に
あ
る
よ
う
に
五
貫
文
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
②
の
六
貫

文
と
の
合
計
で
あ
る
一
一
貫
文
が
実
際
に
運
搬
さ
れ
た
現
銭
量
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。「
百
合
」
サ
一
〇
三
・『
岡
』
三
六
二
、
寛
正
三
年
六
月
二
十
日
、
三

職
注
進
状
で
も
「
五
貫
文
ハ
未
進
分
に
て
候
、
六
貫
文
ハ
当
年
麦
年
貢
之
代
に

て
候
」
と
あ
り
、
合
計
一
一
貫
文
で
あ
る
。

（
15
）
前
注
①
と
②
。「
百
合
」
さ
一
一
四
の
年
貢
代
銭
支
配
状
は
一
三
通
で
構
成
さ

荘
と
は
無
縁
の
人
物
で
、
別
の
土
地
で
振
り
出
さ
れ
た
割
符
が
新
見
に
流
入
し

て
い
る
。
⑤
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
応
仁
二
年
正
月
条
の
「
淀
ノ
者
ニ
カ
ワ

シ
」「
境
ヨ
リ
京
都
マ
テ
ノ
割
符
賃
四
百
文
」
が
流
通
型
割
符
の
実
例
で
あ

る
。
⑥
「
さ
い
ふ
も
う
つ
ゝ
の
用
候
」（「
百
合
」
え
四
六
・『
岡
』
九
一
六
、

応
仁
元
年
十
二
月
十
八
日
、
三
職
注
進
状
）
は
割
符
の
紙
幣
的
表
現
で
あ
る
。

（
３
）
高
木
久
史
「
日
本
中
世
の
手
形
類
の
技
術
的
到
達
点
」（『
社
会
経
済
史
学
』
八

一
─
四
、
二
〇
一
六
年
）。
高
木
は
、
割
符
の
流
通
性
に
つ
い
て
、
実
態
上
は

制
約
が
あ
る
が
、
形
式
上
（
理
論
的
に
は
）
排
除
で
き
な
い
と
し
て
、
桜
井
が

主
張
し
て
い
る
割
符
の
流
通
の
可
能
性
を
評
価
し
て
い
る
。

（
４
）
豊
田
武
「
為
替
取
引
の
発
生
」（『
増
訂
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
』
岩
波
書

店
、
一
九
五
二
年
）。
澁
谷
一
成
「
一
五
・
一
六
世
紀
の
北
陸
に
お
け
る
手
形

類
の
動
向
と
機
能
」（『
洛
北
史
学
』
五
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
５
）
拙
稿
「
新
見
荘
の
割
符
」（『
日
本
歴
史
』
八
三
四
、
二
〇
一
七
年
）、
拙
著

『
室
町
・
戦
国
期
備
中
国
新
見
荘
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
二

年 

な
ど
。

（
６
）「
百
合
」
け
二
一
・『
岡
』
八
二
九
、
応
仁
二
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
、
七
月

八
日
条
。

（
７
）「
百
合
」
る
六
四
・『
岡
』
七
三
一
、
寛
正
六
年
十
二
月
日
。

（
８
）
百
瀬
今
朝
雄
「
利
息
附
替
銭
に
関
す
る
一
考
察
」（『
歴
史
学
研
究
』
二
一
一
、

一
九
五
七
年
）。『
国
史
大
辞
典
』
の
「
割
符
」。

（
９
）「
百
合
」
サ
八
九
・『
岡
』
三
四
九
、
寛
正
二
年
十
一
月
十
五
日
、
新
見
荘
領
家

方
年
貢
等
注
文
。「
百
合
」
ク
四
〇
・『
岡
』
二
二
一
、
寛
正
二
年
十
月
日
、
新

見
荘
領
家
方
年
貢
公
事
物
等
注
文
案
。『
教
王
護
国
寺
文
書
』（
以
下 

『
教
』 

と

略
す
）
一
六
八
〇
・『
岡
山
県
史
編
年
史
料
』（
以
下 

『
編
』 

と
略
す
）
一
六
八

〇
、
寛
正
二
年
十
二
月
二
十
一
日
、
新
見
荘
領
家
方
年
貢
算
用
状
。



─ 65 ─

編
『
中
世
荘
園
の
環
境
・
構
造
と
地
域
社
会
─
備
中
国
新
見
荘
を
ひ
ら
く
』
勉

成
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。

（
22
）
こ
の
文
書
は
年
欠
で
あ
る
が
、
代
官
祐
成
の
中
間
助
八
と
太
郎
衛
門
の
動
向
に

よ
り
年
号
が
確
定
す
る
。
助
八
は
、
寛
正
六
年
七
月
二
十
五
日
以
後
下
向
、
同

年
十
月
十
六
日
京
上
・
十
月
二
十
五
日
京
着
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
に
は
上

洛
し
て
い
る
（「
委
細
、
助
八
方
ニ
仰
下
さ
れ
候
へ
く
候
」
に
対
応
し
て
い

る
）。
太
郎
衛
門
は
、
こ
の
文
書
で
は
こ
の
注
進
状
と
と
も
に
京
上
す
る
予
定

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
実
際
は
神
代
夫
と
同
道
せ
ず
、
一
カ
月
後
に
上

洛
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、『
教
』
一
七
九
四
、（
寛
正
六
年
）
十
一
月
二
十
二

日
、
新
見
荘
公
事
物
等
送
進
状
に
三
職
と
と
も
に
太
郎
衛
門
尉
の
署
判
が
あ
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
。
寛
正
六
年
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
十
二
月
四
日
条
に
よ
れ

ば
二
日
に
京
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
太
郎
衛
門
は
寛
正
六
年
十
一

月
二
十
二
日
京
上
、
十
二
月
二
日
京
着
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
最
勝
光
院
方
評
定

引
付
同
日
条
に
よ
れ
ば
、（
寛
正
六
年
）
十
一
月
二
十
二
日
の
年
貢
送
進
状
と

と
も
に
送
ら
れ
た
半
損
を
願
う
三
職
注
進
状
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
23
）
中
奥
百
姓
が
祐
成
中
間
太
郎
衛
門
上
洛
に
合
わ
せ
て
麦
年
貢
の
損
免
を
訴
え
た

も
の
で
、
中
奥
百
姓
か
ら
神
代
夫
に
託
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
24
）
一
里
＝
約
四
㎞
と
す
る
と
、
神
代
か
ら
小
谷
は
地
図
上
で
は
ほ
ぼ
五
里
＝
二
〇

㎞
で
あ
る
。
祐
清
殺
害
事
件
の
際
の
三
職
注
進
状
に
「
我
ら
か
在
所
よ
り
一
里

計
候
所
の
御
宮
に
て
お
つ
か
け
打
申
候
」（「
百
合
」
サ
一
一
〇
・『
岡
』
三
六

七
、
寛
正
四
年
八
月
二
十
七
日
）
と
あ
る
。「
我
ら
か
在
所
」
は
西
方
で
、
祐

清
が
殺
害
さ
れ
た
御
宮
（
国
主
神
社
）
は
上
市
で
あ
る
。
西
方
と
上
市
は
四
㎞

弱
で
あ
る
か
ら
、
一
里
＝
約
四
㎞
と
見
な
し
て
よ
い
。

（
25
）
現
在
の
県
道
三
一
三
号
線
に
相
当
す
る
。
な
お
、
新
成
羽
ダ
ム
の
建
設
に
よ

り
、
小
谷
の
船
着
き
場
跡
は
現
在
は
湖
中
に
あ
る
。
ま
た
、
高た
か
や
ま山
と
小こ
だ
に谷
は

れ
て
い
る
が
、
こ
の
他
の
記
載
に
は
「
夫
賃
」
の
計
上
は
見
ら
れ
な
い
。

（
16
）「
百
合
」
サ
一
〇
二
・『
岡
』
三
六
一
、
寛
正
三
年
五
月
十
八
日
、
田
所
金
子
衡

氏
書
状
で
は
、
京
上
夫
を
「
四
季
八
人
」
と
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。

「
百
合
」
ゆ
七
〇
・『
岡
』
一
一
四
三
、
寛
正
三
年
十
一
月
一
日
、
代
官
祐
清
注

進
状
で
は
、
祐
清
は
「
京
上
夫
事
、
十
二
人
分
を
堅
申
付
」
け
て
い
る
。

（
17
）「
見
代
に
て
八
貫
文
進
上
申
候
、
此
内
貳
貫
文
者
、
ち
か
い
さ
い
ふ
の
分
に
て

候
、
さ
ら
に

く
、
ゐ
中
ニ
御
さ
い
ふ
な
く
候
て
、
如
此
ニ
候
」（「
百
合
」
ゆ

六
〇
・『
岡
』
一
一
三
五
、
寛
正
三
年
四
月
十
八
日
、
了
蔵
書
状
）。

（
18
）「
当
国
一
宮
社
務
職
相
ろ
ん
ニ
よ
り
候
て
、
あ
き
人
な
ん
と
、
た
や
す
か
ら
す

候
間
、
今
割
符
お
も
取
進
上
申
さ
す
候
」（「
百
合
」
サ
一
四
六
・『
岡
』
四
〇

〇
、
寛
正
五
年
九
月
二
十
一
日
、
上
使
本
位
田
家
盛
注
進
状
）。
同
様
な
文
言

が
、「
百
合
」
サ
一
四
八
・『
岡
』
四
〇
二
、
寛
正
五
年
九
月
二
十
一
日
、
三
職

注
進
状
に
も
あ
る
。

（
19
）『
教
』
一
六
八
四
・『
編
』
一
八
五
一
、
寛
正
三
年
正
月
十
日
、
新
見
荘
年
貢
銭

算
用
状
。

（
20
）
新
見
荘
の
「
紙
片
の
割
符
」「
上
り
荷
」
の
両
方
と
も
関
銭
の
賦
課
は
確
認
で

き
な
い
。
兵
庫
・
堺
・
山
崎
な
ど
か
ら
陸
路
で
京
都
ま
で
運
ば
れ
る
替
え
ら
れ

た
銭
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
寛
正
六
年
六
月
十
二
日
の
「
カ
イ
銭

取
」
に
「
ヒ
ロ
瀬
下
向
関
舟
チ
ン
以
下
両
人
」
と
し
て
一
三
〇
文
支
給
し
て
い

る
の
で
、
関
の
存
在
は
確
認
で
き
る
（「
百
合
」
る
六
四
・『
岡
』
七
三
一
、
寛

正
六
年
十
二
月
日
、
最
勝
光
院
方
年
貢
散
用
状
）。
な
お
、
矢
野
荘
で
は
永
和

二
年
（
一
三
七
六
）
に
海
路
の
五
カ
所
の
関
で
関
賃
（
二
〇
貫
文
の
四
％
、
八

〇
〇
文
）
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
（「
百
合
」
ラ
函
九
、
永
和
二
年
学
衆
評
定
方

引
付
、
十
一
月
三
日
条
）。

（
21
）
大
澤
泉
「
備
中
国
国
衙
領
の
支
配
構
造
と
新
見
荘
」（
海
老
澤
衷
・
高
橋
敏
子
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研
究
集
録
』
二
三
、
一
九
六
七
年
）。

（
29
）
備
中
松
山
か
ら
新
見
ま
で
の
高
梁
川
の
水
運
は
江
戸
初
期
に
開
発
さ
れ
た
が
、

部
分
的
に
は
新
見
か
ら
高
瀬
舟
に
よ
り
僅
か
な
輸
送
が
あ
っ
た
（
新
城
常
三

『
中
世
水
運
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

（
30
）
湯
浅
敏
治
『
戦
国
期
公
家
社
会
の
諸
様
相
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
）。

（
31
）
澁
谷
一
成
「
一
五
・
一
六
世
紀
の
北
陸
に
お
け
る
手
形
類
の
動
向
と
機
能
」

（『
洛
北
史
学
』
五
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
32
）
須
磨
千
頴
「
土
倉
に
よ
る
荘
園
年
貢
収
納
の
請
負
に
つ
い
て
─
賀
茂
別
雷
神
社

の
所
領
能
登
国
土
田
庄
の
年
貢
収
納
に
関
す
る
土
倉
野
洲
井
の
活
動
─
」（『
荘

園
の
在
地
構
造
と
経
営
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）。

（
33
）『
東
大
寺
文
書
』
六
四
三
（
一
─
五
─
一
五
）。

（
34
）
本
多
博
之
「
中
世
後
期
東
大
寺
の
周
防
国
衙
領
支
配
の
展
開
」（『
日
本
史
研

究
』
二
九
六
、
一
九
八
七
年
）。

（
35
）
品
治
重
治
「
替
銭
と
割
符
」（『
法
学
会
雑
誌
』
四
六
─
一
、
二
〇
〇
五
年
）。

品
治
は
以
下
に
示
す
周
防
国
衙
金
子
算
用
状
（「
東
大
寺
文
書
（
未
成
巻
文

書
）」
一
─
二
四
─
七
三
六
─
一
）
も
取
立
為
替
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

文
正
二
年
丁亥
正
月
十
一
日

正　

六
〇
貫
文　

割
符
内　
〈
此
外
十
貫
別
二
貫
文
ツ
ヽ
賃
分
可
渡
由
商
人

方
へ
契
約
也
、
豊
後
与
三
郎
替　

使
二
郎
衛
門　

是
ハ
此
方
ヨ
リ
堺
ニ
テ
借

替
也
、
国
衙
へ
此
旨
申
下
間
、
追
而
国
よ
り
可
有
答
也
、〉

此
内
遣
方

ｏ
廿
貫
文　

当
所
へ
納
、

　

廿
貫
文　

方
丈
御
得
分
、

　

拾
貫
文　

坊
主
得
分
、

　

拾
貫
文　

大
行
事
、

『
教
』
二
七
七
一
・『
編
』
二
一
一
四
、
永
禄
九
年
九
月
二
十
一
日
、
新
見
荘
使

入
足
日
記
に
「
人
夫　

高
山
よ
り
舟
付
迄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
高
山
」
と

「
舟
付
」
に
相
当
す
る
。
か
つ
て
の
自
説
を
改
め
る
。

（
26
）
新
見
荘
西
方
か
ら
の
成
羽
川
へ
の
陸
路
は
、
西
方
→
坂
本
（
吹
屋
の
西
）
→
惣

田
→
成
羽
川
（
現
在
の
県
道
三
三
号
線
）
が
考
え
ら
れ
る
（
図
２
・
ｂ
）。
或

い
は
、
西
方
→
本
郷
→
成
松
→
吹
屋
→
宇
治
（
穴
田
）
→
成
羽
→
成
羽
川
（
図

２
・
ｃ
）
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
の
例
と
し
て
寛
正
二
年
分
年
貢
銭
算
用
状

（『
教
』
一
六
八
四
・『
編
』
一
八
五
一
）
の
「
二
百
文　

割
符
料
足
フ
キ
ヤ
越

時
、
馬
チ
ン
」
が
あ
る
。

（
27
）
新
成
羽
ダ
ム
建
設
に
よ
り
水
没
し
た
笠
神
文
字
岩
の
成
羽
川
水
路
開
鑿
願
文
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
（『
編
』
一
二
六
三
、
翻
刻
は
後
注
の
藤
沢
晋
）。

	

笠
神
船
路
通
事

	

　

徳
治
二
年
丁未
七
月
廿
日
始
之
、
八
月
一
日
平
之
畢
、
其
時
□
□
、
右
、
笠
神

竜
頭
上
下
瀬
十
余
ケ
所
者
、
為
日
本
無
双
難
所
之
間
、
薩
埵
慈
悲
大
士
□
懐
不

可
不
奉
、
不
可
不
□
、
依
之
、
相
勧
諸
方
、
十
余
ケ
月
、
平
之
功
已
畢
、

	

　
　

大
勧
進
沙
弥
尊
海　
　
　

当
国
成
羽
善
養
寺

	

　
　
　

奉
行
□
沙
門
実
専　
　

南
都
西
大
寺
実
□

	

　
　
　
　

根
本
発
起
四
郎
兵
衛

	

　
　
　
　
　

石
切
大
工
伊　

行
経

	

　
　
　
　
　
　

午
□
藤
原

（
28
）
藤
沢
晋
「
十
四
世
紀
の
成
羽
川
水
運
開
発
記
念
碑
「
笠
神
文
字
岩
」
に
つ
い
て

─
神
代
野
御
厨
等
生
産
の
鉄
の
流
通
に
関
連
し
て
─
」（『
岡
山
大
学
教
育
学
部

研
究
集
録
』
一
八
、
一
九
六
四
年
）。
藤
沢
晋
「
成
羽
川
の
船
路
開
発
と
鉄
の

流
通
を
め
ぐ
っ
て
」（『
高
梁
川
』
一
八
、
一
九
六
五
年
）。
藤
沢
晋
「
中
世
後

期
新
見
庄
に
お
け
る
船
給
廃
止
と
京
進
年
貢
銭
納
化
」（『
岡
山
大
学
教
育
学
部
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は
、「
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
に
か
え
る
」
で
あ
る
か
ら
、
現
銭
を
「
紙
片
の

割
符
」
に
か
え
る
時
に
も
、「
紙
片
の
割
符
」
を
現
銭
に
か
え
る
時
に
も
使
用

さ
れ
る
。

（
36
）「
東
大
寺
文
書
（
未
成
巻
文
書
）」
一
─
二
四
─
七
三
六
─
一
、
周
防
国
衙
金
子

算
用
状
（
東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本
）。

（
37
）
小
野
晃
嗣
「
三
条
西
家
と
越
後
青
苧
座
の
活
動
」（『
日
本
商
業
史
の
研
究
』
法

政
大
学
出
版
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
三
三
年
）。
竹
田
和
夫
「
中
世
後
期

越
後
青
苧
座
に
つ
い
て
の
再
検
討
─
本
座
・
新
座
関
係
及
び
商
人
衆
を
中
心
に

─
」（『
新
潟
史
学
』
一
八
、
一
九
八
五
年
）。

（
38
）
湯
浅
治
久
「
室
町
期
駿
河
・
遠
江
の
政
治
的
位
置
と
荘
園
制
─
都
鄙
交
渉
史
の

視
点
か
ら
─
」（
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
39
）「
百
合
」
え
一
二
・『
静
岡
県
史
資
料
編
六
・
中
世
二
』
一
三
〇
三
、
応
永
八
年

十
二
月
九
日
、
鈴
蔵
常
喜
書
状
。

（
40
）
村
井
章
介
「
東
寺
領
遠
江
国
原
田
・
村
櫛
両
庄
の
代
官
請
負
に
つ
い
て
」（『
静

岡
県
史
研
究
』
七
、
一
九
九
一
年
）。
但
し
、
村
井
は
「
さ
い
ふ
」
を
「
紙
片

の
割
符
」
と
理
解
し
て
い
る
。
村
井
は
こ
の
他
に
、「
来
納
之
割
符
」
や
現
銭

化
日
限
指
定
の
割
符
も
紹
介
し
て
い
る
。
遠
江
国
原
田
・
村
櫛
両
庄
は
、
備
中

国
新
見
荘
と
同
様
に
最
勝
光
院
の
荘
園
で
あ
る
か
ら
、
割
符
の
し
く
み
も
新
見

荘
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
41
）「
東
大
寺
文
書
（
未
成
巻
文
書
）」
一
─
二
四
─
五
六
九
・『
静
岡
県
史
資
料
編

六
・
中
世
二
』
二
二
四
五
、（
康
正
二
年
カ
）
五
月
八
日
、
弥
太
郎
書
状
。

（
42
）「
筒
井
寛
聖
氏
所
蔵
東
大
寺
文
書
」・『
静
岡
県
史
資
料
編
六
・
中
世
二
』
二
二

四
〇
、
康
正
二
年
正
月
、
遠
江
国
蒲
御
厨
京
上
年
貢
銭
算
用
状
。

　
　
　

已
上
六
十
貫
文
、
遣
方
訖
、
此
内
貫
別
廿
文
宛
雑
用
引
之
、

	

品
治
は
「
年
貢
が
送
ら
れ
る
以
前
に
東
大
寺
が
豊
後
与
三
郎
か
ら
前
借
し
て
こ

れ
を
決
済
す
る
た
め
の
取
立
為
替
が
周
防
国
衙
へ
送
ら
れ
て
支
払
わ
れ
る
予
定

（
可
有
答
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、「
此
内
遣
方
」

と
し
て
割
符
六
〇
貫
文
分
の
内
容
が
示
さ
れ
、
す
で
に
「
遣
方
」
が
完
了
し
て

い
る
（
文
正
元
年
十
一
月
二
十
八
日
の
同
様
な
算
用
状
で
は
目
代
か
ら
の
送
状

が
あ
る
）。「
国
衙
へ
此
旨
申
下
間
、
追
而
国
よ
り
可
有
答
也
」
の
意
味
は
、
年

貢
を
取
り
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
商
人
・
豊
後
与
三
郎
へ
支
払

う
べ
き
「
十
貫
別
二
貫
文
」
の
夫
賃
一
二
貫
文
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
で
特
に
注
目
す
る
べ
き
点
は
、「
此
外
」
と
し
て
割
符
の
額
以
外
に

一
〇
貫
文
別
に
二
貫
文
を
夫
賃
と
し
て
商
人
に
支
払
う
よ
う
に
契
約
し
て
い
る

こ
と
と
、
堺
か
ら
奈
良
ま
で
の
「
駄
賃
」
が
一
〇
貫
文
に
つ
き
二
〇
〇
文
か
か

り
商
人
の
収
入
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周
防
国
衙
領
か
ら
堺
の
海
運

で
は
二
〇
％
、
堺
か
ら
奈
良
東
大
寺
の
陸
運
で
は
二
％
の
夫
賃
率
で
、
夫
賃
が

商
人
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
。

	

　

以
上
の
よ
う
に
こ
の
文
書
が
理
解
で
き
る
と
す
る
と
、「
是
ハ
此
方
ヨ
リ
堺

ニ
テ
借
替
也
」
は
、「
こ
の
六
〇
貫
文
は
奈
良
東
大
寺
よ
り
（
使
者
二
郎
衛
門

を
割
符
取
の
た
め
に
堺
に
派
遣
し
て
）
堺
で
割
符
の
現
銭
化
を
し
た
」
と
解
釈

で
き
る
。
二
郎
衛
門
は
東
寺
公
人
の
門
指
道
忠
と
同
様
に
割
符
取
で
あ
ろ
う
。

「
借
る
」
も
「
替
ふ
」
も
割
符
が
作
成
さ
れ
る
時
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い

用
語
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
割
符
と
し
て
「
借
り
た
」
も
の
を
も
と
の
現
銭
に

「
替
え
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
以
前
の
拙
論

で
は
「
借
る
」
を
現
代
の
用
語
の
意
味
と
同
様
に
考
え
て
い
た
が
、「
借
る
」

或
い
は
「
借
用
す
」
の
意
味
に
「
割
符
を
割
符
屋
か
ら
手
に
入
れ
る
」
と
い
う

意
味
も
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
替
ふ
」
の
本
来
の
意
味
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（
付
記
１
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
の
東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ
、
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
た
。

（
付
記
２
）
陽
明
文
庫
「
雑
事
要
録
」・「
雑
々
記
」
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

図
書
室
・
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
の
京
都
学
デ
ジ
タ
ル
資
料
閲
覧
コ
ー

ナ
ー
で
閲
覧
し
た
。

（
付
記
３
）
こ
の
内
容
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
二
日
に
機
関
誌
会
館
（
京
都
市
上

京
区
）
で
行
わ
れ
た
日
本
史
研
究
会
二
〇
一
七
年
九
月
例
会
で
口
頭
報
告
し
た

「
中
間
地
域
荘
園
の
惣
村
の
特
徴
─
主
に
新
見
荘
の
「
惣
請
」
と
年
貢
送
進
─
」

と
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
九
日
に
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
で
行
わ
れ
た
第

Ⅳ
期
第
一
回
東
寺
文
書
研
究
会
で
口
頭
報
告
し
た
「
室
町
・
戦
国
期
荘
園
制
を

支
え
た
割
符
─
新
見
荘
や
北
陸
な
ど
中
間
地
域
荘
園
の
事
例
─
」
を
土
台
に
成

稿
し
た
。
当
日
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
ま
し
た
の
で
、
可

能
な
限
り
紙
面
に
反
映
さ
せ
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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